
緊急・災害時要援護者避難支援体制の確立，
防災体制の強化，緊急通報システムの実施など

福祉のまちづくりの推進，道路・公園等のバリアフ
リー化推進など

差別解消支援地域協議会の設置，障がい者虐
待防止センター機能の充実など

障がい児者作品展への参加促進，障がいのある
人の生涯学習活動の振興など

企業啓発活動，チャレンジド雇用の実施，授産
品販売コーナーの設置など

ボランティア活動支援，ボランティアの育成，障が
い者団体への助成など

ふれあい市民運動会の開催，地域との交流など

啓発冊子の活用，総合的な学習の時間の活用，
各種講座の開催，福祉教育活動への支援など

サポートファイル普及啓発，療育支援・障がい児
保育事業の実施など

広報紙・ホームページ等による啓発など

「障がい福祉のしおり」発行，多様な機関・団体
等への情報提供など

自立支援医療の給付，福祉医療助成事業の実
施，障がい児機能訓練事業等の実施など

母子保健訪問指導の実施，療育支援相談の実
施，発達障がい児・者への支援など

地域生活支援事業の実施，各種障がい者手帳
の交付，各種助成・軽減等の実施など

相談支援事業の実施，障がい者基幹相談支援
センター機能の充実，多様な連携による支援など

次期計画の考え方と骨子（案）
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相談支援体制の充実

障がい福祉サービスの充実

障がいの原因となる疾病予防と
早期発見・早期対応

医療関連施策の充実

障がいに応じた情報提供の充実

広報啓発活動の充実

一貫した教育支援体制の構築

交流活動の充実

福祉教育の推進

地域福祉活動の促進

就労支援の充実

多様な社会参加の場・

生きがいの場の充実

権利擁護の推進

生活環境の整備

防災・防犯対策の充実

現行計画
の骨子

▶ 次期計画の考え方

●前期計画の「基本理念」・「基本目標」を
継承していく
●「各施策」については，法改正等国の動向
を踏まえつつ，アンケート調査及びインタ
ビュー調査から抽出したニーズや課題を中
心に検討を行い，特に重要と考えるものに
ついては施策に加える。
●関係機関において策定された計画（芦屋す
こやか長寿プラン21，子育て未来応援プラ
ン「あしや」等）との整合性を図る。

▶ 主に見直しを行ったポイント

ポイント①【障がい福祉サービス関連】
○障がい福祉サービスの充実を図るとともに，

質の確保を図る

○障がい福祉サービスを提供する人材の確保及

び人材の育成を推進する

○複雑化・複合化した支援ニーズに対応する，

包括的相談支援体制の構築

※社会福祉法改正に基づくもの

ポイント②【発達障がい・療育に関する支援】
○発達障がい・療育支援に関する相談・支援ニ

ーズの高まりに伴う相談支援，発達支援等の

支援体制を充実する

ポイント③【ＩＣＴの導入】
○障がい福祉事業所における業務効率化を図る

取り組みを促進するため，ＩＣＴ導入を支援

する

○コロナ禍において，リモート面談等ＩＣＴ化

が緩和されたことから，ＩＣＴ化が可能な業

務を推進する

ポイント④【居場所づくり】
○地域で安心して暮らせるための居場所づくり

を推進する

○障がいのある人もない人も交流できる居場所

づくりを推進する

ポイント⑤【障がい者差別解消関連条例施行】
○令和３年１月１日から施行が予定されている

障がい者差別解消関連条例を考慮した内容と

する

次期計画
の骨子案
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相談支援体制の充実

障がい福祉サービスの充実

障がいの原因となる疾病予防と
早期発見・早期対応

医療関連施策の充実

障がいに応じた情報提供の充実

広報啓発活動の充実

一貫した教育支援体制の構築

交流活動の充実

福祉教育の推進

地域福祉活動の促進

就労支援の充実

多様な社会参加の場・

生きがいの場の充実

権利擁護の推進

生活環境の整備

防災・防犯対策の充実

①多機関協働による包括的相談支援体制の整備，②事業所等におけるＩＣＴ化導入
支援（新しい生活様式を見据えた面談方法の導入，相談記録の作成支援等）

【次期計画から追加する新規項目・充実させる項目（案）】

①サービス提供事業所における人材確保・人材育成の支援， ②事業所等におけるＩＣ
Ｔ化導入支援（支援記録の作成支援等）【再掲】，③障がい児通所支援の実施

①発達障がい児・者への支援の充実，②療育支援相談の充実

①多様な媒体による情報提供の実施

①「あしやねっと♪」による啓発の推進

①障がい理解に関する各種講座の開催，②市職員を対象とした研修の実施
③教職員を対象とした研修の充実

①障がいのある人もない人も交流できる居場所づくりの推進

①ボランティア育成の充実

①就労継続支援等のサービスの充実（多様な働き方の確保等）
②企業啓発活動の推進（さらなる充実）

①障がいのある人もない人も交流できる居場所づくりの推進【再掲】，②障がいのある人の
文化・芸術活動の参加促進（充実）

①障がい者差別解消関連条例施行に伴う周知，②合理的配慮の提供支援の実施

①災害時・要援護者避難支援体制の確立（台帳の見直し等）

資料２


